
議案第１５号 

幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部を改正する訓令  

上記の議案を提出する。 

  令和７年３月２７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊 

 

   幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部を改正する訓令 

幼稚園教育職員の旅費支給規程（平成１２年東京都板橋区教育委員会訓令第９

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「６級」を「６級以上」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 組織改正に伴い、所要の規定を整備する必要がある。 
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幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の旅費支給規程 ○幼稚園教育職員の旅費支給規程 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

行政職給料表(１)の各級に相当する幼稚園教育職員給料表の職務の級 行政職給料表(１)の各級に相当する幼稚園教育職員給料表の職務の級 

 行政職給料表(１) 幼稚園教育職員給料表   行政職給料表(１) 幼稚園教育職員給料表  

 １級 

２級 

３級 

４級 

１級 

１級の定年前再任用短時間勤務職

員 

２級 

２級の定年前再任用短時間勤務職

員 

  １級 

２級 

３級 

４級 

１級 

１級の定年前再任用短時間勤務職

員 

２級 

２級の定年前再任用短時間勤務職

員 

 

 ５級 ３級 

３級の定年前再任用短時間勤務職

員 

  ５級 ３級 

３級の定年前再任用短時間勤務職

員 

 

 ６級以上 ４級 

４級の定年前再任用短時間勤務職

員 

  ６級＿＿ ４級 

４級の定年前再任用短時間勤務職

員 

 

 

付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 


